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令和６年度共創・MaaS 実証プロジェクト 
 

共創モデル実証運行事業・日本版 MaaS 推進・支援事業

モビリティ人材育成事業 

人件費を計上する際の考え方 

および提出書類に関する手引き 
 

本手引きは、令和６年度共創・MaaS実証プロジェクトにおける「人件費」に係

る考え方や、その際に提出が必要となる書類について案内しています。 

○ 人件費は、採択後の交付申請時において「その他本事業に直接要する諸経費」

として計上するものですので参考資料としてご確認ください。 

 

○ 提出書類については、採択決定後に交付申請用の手引きを改めてご確認くだ

さい。 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

令和６年度 共創・MaaS実証プロジェクト 事務局 

TEL：０５０－５４８２－３３６４ 

※受付時間は、10:00～16:00（土日祝日及び年末年始を除く）となります。本手

引き及び下記の特設 Web サイトの掲載情報（随時更新します）をご覧いただい

たうえで、ご不明な点があればお問い合わせください。 

（URL）https://pacific-hojo.com/application/ 

初版 令和 6 年 5 月 23 日 
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１.基本的な考え方 

人件費とは、補助事業に従事する者（以下、「事業従事者」という。）の作業時間に

対する給料その他手当てをいいます。業務運営及び運営管理の確認のため、補助事業

に係る事業従事者の役割分担が分かる資料（体制図等）を作成していただくこともあ

ります。 

人件費は原則として以下の計算式により算出します。時間単価※１については、後述

する算出方法により、事業従事者一人一人について算出します。なお、時間単価の算

出方法等は、交付決定時のものとし、原則、実績報告・確定時において変更すること

はできません。ただし、交付決定時の考え方に基づき、時間単価の額は変更すること

も可能な場合があります（事務局とご相談ください。）。 

また、時間数※２については、当該事業に従事した分についてのみを計上してくださ

い。時間数の算出に当たっては、後述する業務日誌の作成が基本となりますが、中小

企業基本法に規定する中小企業者・小規模企業者や、個人事業主については、一定の

要件のもと、業務従事報告により把握・算出することも可能です（事務局とご相談く

ださい。）。 

以下の取扱いは、通常の勤務形態である一般職を前提とした基本的な考え方である

ため、管理職（取扱いを一部特掲）や就業時間の縛りがない裁量労働制などの場合に

ついては、補助事業者における個々の実情を踏まえた個別の取扱いが必要となる場合

があります（事務局とご相談ください。）。 

 

人件費 ＝ 時間単価※１ × （当該事業に係る作業）時間数※２ 
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２.時間単価の算出方法※１ 

時間単価の算出方法は原則として以下の手法により算出します。 

 

【手法１：実績単価計算】 

（１）正職員、出向者及び臨時雇用職員の人件費時間単価の積算方法 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費）÷年間理論総労働時間  

＊法定福利費は健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を含

む。）、労働保険料、児童手当拠出金、労働基準法の休業補償等の補助事業者負

担分とします。 

＊年間理論総労働時間は年間営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出

し、就業規則等から１日あたりの所定労働時間を算出し、それぞれ算出した日

数及び時間を乗じて得た時間です。 

なお、年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手

当、通勤手当等の諸手当及び賞与を含めることができますが、時間外手当、食

事手当などの福利厚生面で補助として助成されているものは含めることがで

きません（以下同じ）。 

＊出向者及び臨時雇用職員の年間総支給額及び年間法定福利費は、補助事業者

が負担した年間給与及び年間法定福利費とします。 

＊所定時間外労働を計上する場合の時間単価は、補助事業者が支給した総時間

外手当と総残業時間から単価を算出します。 

 

（２）時間外手当がない管理職の時間単価の積算方法 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費）÷年間理論総労働時間 

＊当該事業に従事した所定時間外労働分の費用を計上する場合は、当該所定時

間外の費用を補助事業者が負担している場合に限り計上することができます。 
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【手法２：健保等級単価計算】 

本計算は当該補助事業における健保等級単価の計上方法、単価表等を確認し

て行うこととなります。 

○時間単価の考え方 

健保等級単価計算を使用する場合における時間単価の適用は原則下表のと

おりとします。なお、当該単価を使用する場合には、時間内、時間外、休日等

の区分を問わず、同一の単価を使用します。※１ 

雇用関係 給与 時間単価 

健保等級適用

者 
全て 

賞与回数に応じた時間単価一覧表の区分を選択

し、「健保等級」に対応する時間単価を適用。 

健保等級適用 

者以外※２ 

年俸制 

月給制 

月給額を算出※３し、時間単価一覧表の「月給額範囲」

に対応する時間単価を適用。 

日給制 時間単価一覧表を適用せず、日給額※４を所定労働時

間で除した単価（1円未満切捨て）を適用。 

時給制 時間単価一覧表を適用せず、時給額※４を適用。 
※１ただし、健保等級単価に基づく人件費が、事業者の負担した人件費を大

幅に超える場合等は、時間単価の調整が必要になります。 
※２当該事業期間内に支給される賞与（事業期間終了日の翌月末日に支給す

ることが確定している賞与も含む。）を時間単価の算定に加算すること

ができます。加算方法は、月給額に加算する場合は、上期（４～９月）、

下期（１０月～３月）の期間内にそれぞれ支給される賞与額を各期間の

月額に加算（対応する月数で除す）し、日給額に加算する場合は、前記

方法をさらに１か月あたりの所定労働日数で除した金額を日額に加算

します（１円未満切捨て）。 
※３年俸から月給額を算定する場合には健康保険の報酬月額の算定に準じ

ます。 
※４１日あたりの通勤手当（雇用契約書等から算定できるもの）を所定労働

時間で除して得た額を時間単価に加算します。 
※５就業規則等で定められた所定労働時間より短い、短時間労働者（嘱託、

短時間勤務正社員等の別にかかわらず労働契約等で短時間労働が規定

されている者）については、所定労働時間の比率により調整したものを

使用することができます。 

健保等級の適用にあたっては、補助事業の開始時に適用されている等級に基

づく単価を使用し、当該事業期間中において改定があった場合には新しい健保

等級に基づく単価を改定月より適用します。 
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３.（当該事業に係る作業）時間数の算出方法※２ 

（当該事業に係る作業）時間数の把握・算出は原則として以下の手法によることと

します。 

【手法：業務日誌】 

従事時間を把握するため、業務日誌を作成していただきます。 

《業務日誌の記載例１》（他の複数の事業と重複して実施している場合等） 

 
Ａ：当該事業…本事業の対象範囲 

Ｂ：他の補助事業 

Ｃ：△社との連絡（自主事業） 

Ｄ：○○受注業務 

 

《業務日誌の記載例２》（他の事業との重複がない又は重複が少ない場合等） 

 

※本業務以外の国土交通省業務従事 ※国土交通省以外の業務への従事 
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① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を作成してください。（他

の委託・補助事業及び自主事業等の従事時間・内容を当該補助事業と重複して

記載しないよう十分注意しなければなりません。）

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が自分で毎日記載してください。（数

週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載

がなされるおそれがないようにしてください。）

③ 当該補助事業に従事した時間を記載してください。なお、従事した時間に所定

時間外労働（残業・休日出勤等）を含む場合は、以下の場合とします。

○補助事業の内容から、平日に所定時間外労働が必要不可欠な場合で、補助事

業者が残業手当を支給している場合。 

○補助事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要

である場合で、補助事業者が休日手当を支給している場合。ただし、支給して

いない場合でも補助事業者が代休を手当てしている場合は同様とします。 

④ 昼休みや休憩時間は、除外（業務日誌の記載例２に準じる様式の場合は「除外

する時間数」に計上）してください。

⑤ 当該補助事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と補助事業の従事

状況を確認できるようにしてください。

⑥ 責任者はタイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）等帳票類と矛盾が

ないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名してください。 

⑦ 個人情報保護の観点から必要がある場合は、適宜マスキング等の処理をしてく

ださい。

！！注意！！ 

• 他組織、他事業者からの出向者など、事業従事者に対し補助事業者以外から給

与等が支払われている場合は、補助事業者が負担した分のみを計上すること！

（補助事業者以外からの支払分は控除して計上、又は時間単価の算出にあたり

控除して時間単価を算出してください。） 
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４.個人情報の取り扱いについて 

 

 

【個人情報の取り扱いについて】 

 

個人情報が含まれた提出書類については、事務局では下記の対応をいたします。 

 

・令和６年度共創・MaaS実証プロジェクトの間接補助事業者が事務局へ提出する補

助対象経費等の申請において、前記の書類内容の確認作業以外の目的に利用いた

しません。 

・確認後の資料を複製したデータは、事務局が確認した補助金の計算根拠資料とし

て国土交通省へ提出します。 

・受領した原資料（個人情報が含まれる各資料）は、補助対象事業に関する書類の

保管期限まで、事務局は善良な管理者の注意をもって保管するものとします。 

・保管期限を経過したのち、利用する必要がなくなったときは、資料の破棄、ある

いはデータの消去をいたします。 

 

 


